
※資料(3)-①確認表（ロ）で丸をつけたアルファベットの縦の列をみて、対象列に●もしくは△がある項目が、

　資料(3)-③ 配分基準表でポイント対象となる項目です。

　配分基準表を見ながらポイントが付くか確認し、付く場合は点数欄に点数を記入してください。

　なお、原則は導入等をしようとする機械等に関連した取組に対してポイント算出が可能です。

対象 点数 対象 点数 対象 点数

①付加価値額 ア.拡大率 （ア）a～g １～７点 ●

（イ）a～g １～７点 ●

イ.拡大額 （ア）a～g １～７点 ●

（イ）a～g １～７点 ●

（ウ）a～e ２～６点 ●

②経営面積 ア　a～g １～７点 ● ●

イ ２点 ●

③価値向上 １点（Ｄ２点） ● ● ●

有機JAS １点 △ △ △ ③の該当者のみ

④複合化 ア.複合 １点 ● ● ●

イ.品目転換 a.3割 １点

b.4割 ２点

⑤高度化 ア.法人化 １点 ● ● ●

イ.GAP認証 １点 ● ● ●

ウ.青色申告 １点 ● ● ●

エ.農業版BCP １点 ● ● ●

オ.労働環境整備 １点 ● ● ●

⑥環境配慮 １点 ● ● ●

⑦共同化 ２点 ●

⑧労働時間 a～c １～３点 ● ● ●

⑨輸出 １点 ● ● ●

a.輸出取組済み １点 △ △ △

b.輸出事業計画 １点 △ △ △

c.売上高15％以上 １点 △ △ △

⑩新規就農 ２点 ●

a.年齢 ３点 △

b.開始資金 １点 △

⑪農業者育成 １点 ● ● ●

a.県認定 １点 △ △ △

b.独立 １～３点 △ △ △

⑫女性 ア

イ

ウ

⑬サポート体制 １点 ● ● ●

⑭中山間 0.5点 ●

配分基準表の項目 配点

※現状が0円以下の場合

はポイント配分不可

※現状が0円以下の場合

は、目標年度の付加価値

額＝拡大額

備考
ＡまたはＣ Ｂ Ｄ

⑪の該当者のみ

● ● ●

⑨の該当者のみ

⑩の該当者のみ

合計点数

● ●３点 ●

（３）ー② 対象者区分ごとのポイント配分一覧

★農業振興課 送信用（ＦＡＸ２１４－８３３８） 令和５年１２月５日（火）１７時（期限厳守）

経営体名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

★要返信


